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鹿沼市監査委員告示第７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく財

務監査及び同条第２項の規定に基づく行政監査を鹿沼市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を公表する。

令和６年３月２５日

鹿沼市監査委員 髙 田 悦 夫

鹿沼市監査委員 大 貫 毅

１ 監査の種類

(1) 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による財務監査

(2) 同法第１９９条第２項の規定による行政監査（随意契約について）

２ 監査の期日、対象及び場所

(1) 令和５年１２月２２日、都市建設部（本庁２階 中会議室）

都市計画課、整備課、維持課、建築課、建築指導課

(2) 令和５年１２月２５日、こども未来部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、

公平委員会、固定資産評価審査委員会（本庁２階 中会議室）

(3) 令和６年 １月１７日、市民部（本庁５階 監査委員事務局事務室）

各コミュニティセンター

(4) 令和６年 １月２５日、上下水道部、会計課（本庁２階 中会議室）

企業経営課、水道課、下水道課、会計課

子育て支援課、保育課、こども・家庭サポートセンター、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会
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(5) 令和６年 １月２６日、教育委員会事務局（本庁２階 中会議室）

教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化課、スポーツ振興課、

学校給食共同調理場、図書館、川上澄生美術館

(6) 令和６年 ２月９日、こども未来部（本庁５階 監査委員事務局事務室）

各保育園、板荷児童館、あおば園

３ 監査の着眼点

(1) 財務監査

ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

イ 予算の執行は正当な権限者が行いその手続は適正か。

また、執行の専決権限付与の手続は適正か。

ウ 事業の目的は明確になっているか。

また、基本構想その他関係がある計画に即したものであるか。

エ 事業は、関係法令等に基づいて適正に執行されているか。

オ 事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。

(2) 行政監査（随意契約について）

ア 随意契約とした理由は明確かつ適切か。

イ 契約相手の特定及び選定等の方法・手続きは適正に行われているか。

ウ 予定価格の積算及び設定は適切に行われているか。

エ その他の契約内容は妥当か、履行確認・評価は適切に行われているか。

４ 監査の主な実施内容

(1) 財務監査

ア 予備監査として、監査対象部局から提出された関係書類に基づき、令和５年度に

おける事務事業の執行状況並びに文書、備品等の保管及び整備状況について確認

し、必要に応じ事務の執行状況について書面にて関係職員に説明を求めた。

イ 本監査として、関係職員の出席を求め、事務事業の執行等について聴取と質疑等

を行った。

(2) 行政監査（随意契約について）

ア 予備監査として、令和５年４月４日に関係部局に対して令和４年度における随意

契約の状況について書面にて事前調査を行い、必要に応じ書面にて関係職員に説

明を求めた。

イ 本監査として、関係職員の出席を求め、随意契約の状況について聴取と質疑等を

行った。
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※ 市民部及びこども未来部のうち各保育園、板荷児童館、あおば園については上記

「(1) ア」についてのみ実施した。

５ 監査の結果

事務事業の執行状況並びに文書、備品等の保管及び整備状況並びに随意契約に関する

事務について監査し、その事務については法令に適合し、正確に行われ、かつ最少の経

費で最大の効果を挙げるようにしており、その組織及び運営の合理化に努めているもの

と認められた。なお、事務上の軽微な事項については、監査の際に指導をしたので記述

は省略する。

６ 指摘事項

(1) 財務監査

ア 都市建設部 維持課

令和４年度に契約及び実施した緊急修繕のうち２件について、令和４年度中の予算

執行が困難になったことから、令和５年度に契約及び修繕を実施したものとして関係

書類を再作成し、令和５年度予算より支出が行われた。

契約検査課が作成している「修繕事務マニュアル」では、緊急修繕完了後に相手方

から見積書を受領し、修繕額を協議のうえで決定することを求めているが、本件では、

相手方からの見積書提出が令和５年度であったことにより、修繕額の決定ができず、

令和４年度中の予算執行が困難になった。そのうえで、令和５年度予算にて支出をす

るために契約書等を再作成し、支出命令書等と併せて会計管理者に提出していたが、

これらの行為は地方自治法等の関係法令に従っていない行為である。本件に関しては

原則に従い予算の繰越等の必要な措置を講ずべきであり、各種法令及び制度順守の徹

底を求めるものである。

また、予算の執行に際しては、会計管理者は鹿沼市財務規則第４７条に基づき、適

正な予算に執行に努めていただきたい。

(2) 行政監査（随意契約について）

指摘すべき事項はなかった。

７ 意見等

(1) 財務監査

ア 令和５年度は第８次鹿沼市総合計画の２年目に当たる。「花と緑と清流のまち」、

「笑顔あふれるやさしいまち」の実現に向けて、１０年間の基本構想、５年間の

基本計画、単年度の実施計画で構成されている。このうち令和５年度の実施計画

には８０事業が掲載されており、監査対象部局（市民部を除く。）では都市建設部
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が５件、こども未来部が１０件、上下水道部が５件、教育委員会事務局が１４件

掲載されている。いずれの事業においても監査時点では適正に執行されているも

のと認められるものであり、引き続き目標の達成に向け事業の実施に努めていた

だきたい。

イ 服務規程に関する書類のうち、「時間外勤務命令簿」及び「週休日の振替簿兼代休

日の指定簿」については他の服務規程に関する書類に比べ誤りが多い傾向にある。

誤りの原因は職員の制度に対する理解不足によるものであると同時に、制度自体

が複雑であることが挙げられる。

一方で、服務規程を所管する人事課において試行導入していた就業管理システム

が、令和５年１２月より本格稼働となったため、今後はこれらの誤りが解消され

ることが期待される。引き続き関係職員に対してはマニュアル等を再度確認する

よう周知を行い、関係規則等の定めるところにより適正に制度を運用することを

求める。

(2) 行政監査（随意契約について）

鹿沼市が策定している『随意契約締結の指針』では随意契約の特徴として、「随意契

約は一般競争入札又は指名競争入札に比べ手続きが簡略であり、かつ、経費の面でも

一段と負担が少なくてすみ、しかも相手方が特定した者であるため競争入札によって

はそのすべてを満たすことができないような資力、信用、技術、経験等相手方の能力

を熟知のうえ選定できることから、その運用が適切であればその長所を発揮し、所期

の目的を達成することができる。しかしながら、いったんその運用を誤ると相手方が

固定化し、しかも契約自体が情実に左右され、公正な取引の確保を損なうことにもな

りかねないので、注意する必要がある」と記載されている。

各部局における令和４年度の随意契約件数を予備監査により調査した結果、都市建

設部が１９９件、こども未来部が４０件、選挙管理委員会事務局が２０件、監査委員

事務局が１件、上下水道部が１２５件、会計課が１件、教育委員会事務局が１６０件

であった。このうち、契約の相手方が５年以上連続している契約は、都市建設部が

３５件、こども未来部が１８件、選挙管理委員会事務局が９件、上下水道部が３１件、

教育委員会事務局が９２件であった。随意契約による契約相手は、一部において固定

化している傾向にあるものと見受けられたが、本監査において抽出により監査したと

ころ、それぞれの契約については各部局ともに合理的判断に基づいて締結されている

ものと認められた。

地方公共団体の契約は競争入札が原則であり、随意契約は例外的な方法であること

を基本としながらも、随意契約の締結に際しては『随意契約締結の指針』をはじめと

する各種マニュアルを十分に理解した上で契約事務に当たっていただきたい。


